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要     旨 

 

１ 背景 

2018 年 8 月の健康増進法改正により、公共・非公共に関わらず、多くの人が

利用する全ての施設において受動喫煙をなくすための取り組みが明確に示され

ることとなった。しかし、家庭内での受動喫煙に対する取り組みは具体的には示

されていない。子ども（18 歳未満）や妊婦の受動喫煙は、近年軽減傾向にある

ものの、多くの人が利用する公共・非公共の施設のみならず、家庭内でも少なく

ないと考えられるが、その対策は必ずしも十分ではない。このため、子ども・妊

婦の受動喫煙の問題を認識し、これを防止するための取り組みをさらに充実さ

せる必要がある。 

 

２ 現状と問題点 

約 250 種類の有害物質を含むタバコの煙は、喫煙者の主流煙や副流煙として、

環境汚染や受動喫煙の原因となっている。子どもの受動喫煙は、乳幼児突然死症

候群、喘息の発症・重症化、呼吸機能低下、中耳疾患、う蝕（虫歯）、学童期の

咳・痰・喘鳴・息切れとの関連が示されている。また、妊婦の受動喫煙は、子宮

内胎児発育遅延，出生体重の減少（低出生体重児）、乳幼児突然死症候群との関

連が示されている。 

わが国の成人喫煙率は年々低下傾向にあるが、男女ともに子育て世代の年齢

層で高いことが特徴である。タバコを消した後に家具の表面、喫煙者の衣服・毛

髪等に長く残留するタバコ由来の化学物質を吸入する三次喫煙も含め、家庭内

や家族で過ごす空間における受動喫煙を完全に防ぐためには保護者が禁煙する

ことが強く求められる。しかしながら、保護者の喫煙がもたらす子どもの受動喫

煙の危険性が広く認識されておらず、その対策は置き去りにされているのが現

状である。したがって、子どもが生活する環境からタバコの煙を完全に排除し受

動喫煙を防ぐためには、保護者や社会全体への教育啓発と家庭内での受動喫煙

をなくす社会規範の醸成、それに繋がる小中学校における早期からの教育が重

要である。また、妊婦の受動喫煙を防ぐためには、母子保健担当部署等の支援に

より妊婦健康診査をはじめ母子保健事業や医療現場など様々な場での妊婦や家

族への啓発を義務化する等の組織的な取り組みが必要である。さらに日本では

種々のメディアを活用した受動喫煙の危険性を啓発する活動（メディアキャン

ペーン）やタバコの危険性の警告表示の強化の遅れが、タバコ使用者の受動喫煙

の認識やタバコ規制に対する意識の低さに現れていることが考えられる。した

がって、受動喫煙を防ぐためには、健康教育や保健指導といった従来の方法にと

どまらず、厚生労働省は、多様なメディアを活用したキャンペーンを実施するこ

とや、財政制度等審議会 たばこ事業等分科会に対して先進国において標準的な



 

iii 

 

パーケージへの画像表示や注意文面の強化といった受動喫煙による健康影響の

認識を高めるための取り組みを確実にするよう働きかけることが必要である。 

 

３ 提言（提言の対象となる所轄省等をカッコ内に示す。） 

（1）子どもの受動喫煙を防ぐために、家庭内を含めて子どもが生活する環境か

らタバコの煙を完全に排除するよう、保護者や社会全体への啓発が必要であり、

小中学校における早期からの教育を強化する必要がある。（厚生労働省、文部科

学省） 

 

（2）妊婦の受動喫煙を防止するために、妊婦健康診査をはじめ母子保健事業や

医療現場など様々な場での妊婦や家族への啓発が必要であり、特に厚生労働省

は妊婦健康診査の実施基準に受動喫煙に対する啓発を行うことを義務化するよ

う通知すべきである。（厚生労働省、日本医師会、日本産科婦人科学会、日本小

児科学会） 

 

（3）子ども・妊婦の受動喫煙を防止するためには、健康教育や保健指導といっ

た方法にとどまらず、多様なメディアを用いたキャンペーンの実施や国際標準

である画像を用いたタバコの警告表示の強化といった受動喫煙による健康影響

の認識を高めるための取り組みや働きかけが必要である。（厚生労働省、財務省） 
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１ 作成の背景 

たばこの規制に関する世界保健機関（WHO）のたばこ規制枠組条約は世界保健機関

が策定し 2005 年に発効した国際条約であり、2020 年 5 月現在、182 の国と地域（世

界人口の 90％）が締結している [1]。わが国は発効当初からの締結国として国際的責

務を果たしてきた。日本学術会議は条約締結以来、国内における脱タバコ社会実現の

ために、要望「脱タバコ社会の実現に向けて」[2]を発出（2008 年 3 月）、その後も

受動喫煙の防止をはじめとする提言[3, 4]を行い、それらの成果もあって、健康日本

21（注 1）、健やか親子 21（注 2）やがん対策推進基本計画 （注 3）において、受動喫煙は健康

問題としてとらえられるようになった。さらに、2018年 8月には健康増進法の一部を

改正する法律が成立し、2020年 4月より全面施行となった。この法律改正により、公

共・非公共に関わらず、多くの人が利用する全ての施設において屋内原則禁煙、室外

への煙の流出防止措置を講じた喫煙専用室であっても 20 歳未満従業員の立ち入りを

禁止すること等、罰則規定のある受動喫煙をなくすための取り組みが明確に示される

こととなった。受動喫煙をなくすためのこのような大きな前進があった一方で、この

法律改正では、家庭内での受動喫煙に対する取り組みは具体的には示されていない。

特に子ども （注 4）や妊婦の受動喫煙は、近年軽減傾向にあるものの、多くの人が利用

する公共・非公共の施設のみならず、家庭内における曝露が少なくないと考えられて

いる。そこで、具体的な対策に向けた取り組みをさらに充実させるために、提言を発

出するものである。 

 

 

２ 現状と問題点 

(1) タバコの煙に含まれる有害物質と受動喫煙の実態 

タバコの煙には多種多様な化学物質が混在し、粒子成分が約 4,300種類、気体（ガ

ス）成分が約 1,000種類同定されている。これらの成分には現在判明しているだけで

約 250 種類の有害物質が含まれており、そのうち約 70 種類に発がん性が認められて

いる[5]。火のついたタバコの先端から立ちのぼる副流煙 （注5）は、燃焼温度が約 500～

600℃と低いため、不完全燃焼が起こりやすく、その結果として、主流煙 (注 6)より副

流煙の方が種々の有害物質の濃度が高い。喫煙者が主流煙を吸いこんだ後で吐き出す

煙（呼出煙）と副流煙とを合わせた環境タバコ煙[6, 7] (注 7)は、環境汚染、受動喫煙

の原因となる。 

平成 30年度の国民健康栄養調査におけるわが国の喫煙率[8]は、男性が全年齢平均

で 29％なのに対して、30歳代で 37.4％、40歳代で 37.0％、女性の喫煙率は全年齢平

均で 8％なのに対して、20 歳代で 10.8％、30 歳代で 9.8％、40 歳代で 13.6％と、他

の年齢層と比較して男女ともに子育て世代の年齢層で喫煙率が高いことが特徴であ

る。 

その結果、実際に受動喫煙を受けている子どもの数が依然として多いと考えられる

実態がある。2006 年時点で 3～6 歳の愛知県の某保育所児童の受動喫煙率（質問紙の
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他、児童の尿中コチニン濃度も測定）は 47％[9]、また、文部科学省スーパー食育ス

クール事業に参加した富山県高岡市の 5つの公立小学校児童に関する報告では、2016

年の 6～13 歳の児童における父親からの受動喫煙率は 44％、母親からの受動喫煙率

は 11％となっている[10]。 

さらに、日本産婦人科医会の全国規模の調査によれば、家庭や職場で日常的に受動

喫煙のある妊婦の割合は 2002 年に 62.1％、2006 年に 52.7％[11]であった。10 年毎

に実施されている厚生労働省の全国の乳幼児を対象とした標本調査である乳幼児身

体発育調査では、夫及び同居者からの同室での受動喫煙のある妊婦の割合は、2000年

に 45.7％[12]であったが、2010年には 26.6％[13]と減少が見られている。2011－2014

年に環境省により実施されたエコチル調査 （注 8）では、受動喫煙のある妊婦の割合は

36.9％[14]となっており、長期的には低下傾向にあるが、3～4人に 1人の妊婦は受動

喫煙を受けている。 

 

(2) 子ども・妊婦の受動喫煙による健康影響 

タバコの煙は、わずかな量でも健康に悪影響を及ぼすことが明らかになっており、

米国公衆衛生総監報告書は、受動喫煙に安全レベルはないと結論づけている[15]。子

どもは成人に比べて体重当たりの吸気量が多いこと、各種化学物質の解毒・排泄能力

が低いこと、細胞分裂が盛んなため発がん物質の影響を受けやすいことなどから、成

人に比べて受動喫煙による健康被害を受けやすい。また、妊婦が受動喫煙を受けると、

体内に流入するタバコ中の化学物質の量は、妊婦自身が喫煙した場合に比べて、COで

は３分の１程度[16]、ニコチンでは３～５分の１程度と推定されている[17, 18]。 

世界保健機関（WHO）は、受動喫煙による死者が全世界で年間 60万人に達し、その

うち約 16万５千人が５歳未満の子どもであるとの推計結果を 2011年に報告している

[19, 20]。わが国では、受動喫煙が原因で乳幼児突然死症候群  (注 9)によって年間約

70人の乳幼児が死亡していると推計されている（2014年人口動態統計による推計値）

[5]。 

厚生労働省による喫煙の健康影響に関する検討会は、2016 年にこれまでのエビデ

ンスを系統的に評価し、受動喫煙の妊婦・小児への健康影響について評価結果を公表

している[21]。報告書では，喫煙と疾患等との因果関係を米国公衆衛生総監報告書に

基づき 4 段階（レベル 1：科学的証拠は因果関係を推定するのに十分である. レベル

2：科学的証拠は因果関係を示唆しているが十分ではない. レベル 3：科学的証拠は因

果関係の有無を推定するのに不十分である. レベル 4：科学的証拠は因果関係がない

ことを示唆している）で評価している。 

その結果からは、子どもの受動喫煙の健康影響として、乳幼児突然死症候群及び喘

息との関連は、因果関係を推定する科学的証拠が十分（レベル 1）と判定されており、

また、喘息の重症化、呼吸機能低下、中耳疾患、う蝕（虫歯）、学童期の咳・痰・喘

鳴・息切れについてもレベル 2 の因果関係が示唆されている。 一方、妊婦の受動喫

煙については、乳幼児突然死症候群との関連はレベル 1、子宮内胎児発育遅延，出生
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体重の減少（低出生体重児）とレベル 2の関連が示唆されている。 

 

 (3） 問題点 

子どもや妊婦の受動喫煙は、多くの人が利用する公共・非公共の施設のみならず、

家庭内における曝露が少なくないと考えられる。家庭で喫煙する際には、子どもや家

族に配慮してベランダや戸外、あるいは換気扇の下で喫煙する保護者が増えているが、

それでも受動喫煙を完全に防ぐことはできない[22]。喫煙者の呼気には、喫煙終了後

もかなり長時間タバコ煙の成分が含まれているため、喫煙する時に戸外へ出ても、そ

の後の再入室により室内にタバコ煙の成分を呼出することになり、家族の受動喫煙の

原因になる。また、換気扇の下で吸う場合でもタバコ煙の一部は室内に残り、子ども

の受動喫煙の原因になることが、子どもの尿中コチニンの測定によって明らかにされ

ている[22]。さらに、タバコを消した後に家具の表面、喫煙者の衣服・毛髪等に長く

残留するタバコ由来の化学物質を吸入する三次喫煙が起こる。この成分にもニトロソ

アミン等の発がん物質が含まれていることが明らかになっている[23]。 

家庭内や家族で過ごす空間での受動喫煙を完全に防ぐためには保護者が禁煙する

ことが強く求められる。しかしながら、保護者の喫煙がもたらす受動喫煙の危険性が

広く認識されているとは言えないのが現状である。 

国際的にも家庭を含む受動喫煙の一般的な防止対策は、家庭内等での禁煙、喫煙す

る家族への禁煙勧奨、子どもに対する教育などにとどまっているのが現状である[24]。

しかしながら、オーストラリア、カナダ、フランスを始めとする国々や英国イングラ

ンドや米国カリフォルニア州やオレゴン州では、多くの人が利用する施設・場所等で

の全面禁煙の法的規制を推し進める中で、受動喫煙対策の一つとして、子どもの同乗

する自家用車を罰則付きで規制の対象としている[25]。また、米国では全ての公営の

集合住宅の敷地内での喫煙を禁止する規則が 2018 年より施行されているなどの先行

事例がある[26]。子どもが生活する環境からタバコの煙を完全に排除し受動喫煙を防

ぐためには、保護者や社会全体への教育啓発と家庭内での受動喫煙をなくす社会規範

の醸成が重要であり、それに繋がる小中学校における早期からの教育が重要である。

保護者の経済状況によって受動喫煙の曝露状況に格差があることが明らかになって

おり、その理由として受動喫煙の知識やそれを防ぐための社会的支援、さらに精神的

ストレスなどの差があると説明されている[27]。保護者への教育啓発にあたっては、

これらのことを考慮した取り組みが必要である。妊婦の受動喫煙を防ぐためには、子

どもの場合と同様に社会全体への啓発と規範の醸成が重要であり、妊婦健康診査をは

じめ母子保健事業や医療現場など様々な場での妊婦や家族への啓発を義務化する等

の組織的な取り組みが必要である。 

さらに、紙巻きタバコのみならず電子タバコ等のタバコ製品を使用しているタバコ

使用者を対象に日本国内で実施したタバコ規制に関する調査結果を、国際的に行われ

ている International Tobacco Control Policy Evaluation Project（注 10）の結果と

比較した研究からは、日本では種々のメディアを活用して受動喫煙の危険性を啓発す
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る活動（メディアキャンペーン）やパッケージにおけるタバコの危険性の警告表示の

評価が諸外国に比べて低く、このようなタバコ規制の取り組みの遅れが、タバコ使用

者の受動喫煙の認識やタバコ規制に対する意識の低さに現れていることが考えられ

る[24]。パッケージの警告表示について、財務省は 2018 年 12 月に注意文面表示規

制・広告規制の見直し等について最終報告をとりまとめ、その表示面積を拡大させる

などの改訂をおこなったが、表示の面積は東京オリンピックの時期と合わせ 2020 年

7月から 30％から 50％へ拡大されるものの、文字数は多く、画像の導入は見送られて

いる（資料 1：各国におけるタバコパッケージの健康警告表示の例）[28, 29]。すで

に 2018 年の段階でも 118 か国が画像入りの警告表示を導入しておりそれらの国の多

くで、親の喫煙による子どもの受動喫煙や、胎児や新生児の受動喫煙の健康影響など、

受動喫煙に関する画像が採用されている[30]。このような画像入りの警告表示は喫煙

者の禁煙に効果があることが示されており[31, 32]、受動喫煙を防ぐためには、健康

教育や保健指導といった方法にとどまらず、厚生労働省は、多様なメディアを活用し

たキャンペーンを実施することや、財政制度等審議会たばこ事業分科会に対して先進

国において標準的なパーケージの画像表示や注意文面の強化といった受動喫煙によ

る健康影響の認識を高めるための取り組みを確実にするよう働きかけることが必要

である[29]。 

 

３ 提言 

（提言の対象となる所轄省等をカッコ内に示す。） 

（1）子どもの受動喫煙を防止するために、家庭内を含めて子どもが生活する環境か

らタバコの煙を完全に排除するよう、保護者や社会全体への啓発が必要であり、小中

学校における早期からの教育を強化する必要がある。（厚生労働省、文部科学省） 

 

（2）妊婦の受動喫煙を防止するために、妊婦健康診査をはじめ母子保健事業や医療

現場など様々な場での妊婦や家族への啓発が必要であり、特に厚生労働省は妊婦健康

診査の実施基準に受動喫煙に対する啓発を行うことを義務化するよう通知すべきで

ある。（厚生労働省、日本医師会、日本産科婦人科学会、日本小児科学会） 

 

（3）子ども・妊婦の受動喫煙を防止するためには、健康教育や保健指導といった方法

にとどまらず、多様なメディアを用いたキャンペーンの実施や国際基準である画像を

用いたタバコの警告表示の強化といった、受動喫煙による健康影響の認識を高めるた

めの取り組みや働きかけが必要である。（厚生労働省、財務省） 
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資料 1 各国におけるタバコパッケージの健康警告表示の例 

（ａ：健康警告表示、ｂ：ブランド名） 

 

 

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第 11 条「たばこ製品の包装及びラ

ベル」についての文献[31]を基に、財政制度等審議会注意文言表示規制等に関する最

終報告[28]、Tobacco Labelling Resource Centre, Cigarette Package Health 

Warnings – International Status Report[33]により情報を更新して、本分科会が作

成。 

  

（表面） （裏面） 

望まない受動喫煙が生

じないよう、屋外や家庭

でも周囲の状況に配慮

することが、健康増進法

上、義務付けられていま

す。 

望まない受動喫煙が生じ
ないよう、屋外や家庭で
も周囲の状況に配慮する
ことが、健康増進法上、
義務付けられています。 
「LIGHTS」の表現は、健康への悪影響
が他製品より小さいことを意味するも
のではありません。 

20 歳未満の者の喫煙は、

法律で禁じられています。 

喫煙は、様々な疾病になる

危険性を高め、あなたの健

康寿命を短くするおそれが

あります。ニコチンには依存

性があります。 

ニコチン・タールの摂取量は、吸い方により製品に

表示された値とは異なります。 

タール   mg 
ニコチン  mg 

日本（健康警告表示が 50％以上に拡大された 2020 年 7 月 1 日以降のイメージ） 
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＜用語の説明＞ 
(注 1) 健康日本 21：健康増進法に基づき、国民の健康の増進の推進に関する基本的

な方向や国民の健康の増進の目標に関する事項等を定めた「国民の健康の増進の総合

的な推進を図るための基本的な方針（平成１５年厚生労働省告示第１９５号）」のこ

と。本方針が平成 24年 7月 10日に全部改正され、「健康日本２１（第２次）」とし

て施行されている（厚生労働省告示４３０号）。健康日本 21（第１次）では分煙の徹

底や効果の高い分煙が目標とされたが[34]、第２次では受動喫煙（家庭・職場・飲食

店・行政機関・医療機関）の機会を有する者の割合の減少が目標とされ、その割合を

2020年までに家庭において 3％、飲食店では 15%まで低下させるとされた[35]。 

 

(注2) 健やか親子21：母子保健の取組の方向性と目標や指標を示した国民運動計画。

母子の健康水準を向上させるための様々な取組を、関係機関・団体が一体となって推

進するとしている。母子保健法に基づく母子保健計画は健やか親子 21 に示された課

題や指標を基本として策定される（平成 26 年６月１７日雇児発０６１７第１号厚生

労働省雇用均等・児童家庭局長通知）。第１次計画（平成 13年～平成 26年）・第２

次計画（平成 27年度～平成 36年度）がある。第１次計画で「妊娠中の喫煙率、育児

期間中の両親の自宅での喫煙率」をゼロにすることが目標とされた[36]。また第２次

計画においても「妊娠中の妊婦の喫煙率」をゼロに、「育児期間中の両親の喫煙率」

は父親を 20%に、母親を 4%にすること（それぞれ平成 25年からの 50%減）が目標とさ

れている[37]。 

 

(注 3) がん対策推進基本計画：がん予防及び早期発見の推進、がん医療の均てん化の

促進、研究の推進を基本的施策として平成 18（2006）年に成立し、がん患者の就労、

学校教育等におけるがんに関する教育の推進を平成 28（2016）年の改正で追加したが

ん対策基本法により、国が定めることが規定されている具体的な目標及びその達成の

時期を示した計画。平成 19 年策定の第１期計画では「受動喫煙防止対策の徹底」、

第２期計画（平成 24 年）では、特に職場での受動喫煙対策の強化と、家庭において

は、妊産婦の喫煙をなくすこと、受動喫煙防止を推進するための普及啓発活動を進め

ることが、平成 29 年の第３期計画においても受動喫煙が明示されたが、その具体的

な目標については、「受動喫煙対策に係る法案を踏まえて別途閣議決定する予定」と

された[38]。 

 

(注 4) ここで言う「子ども」とは、「児童虐待の防止等に関する法律」第二条に規定

する児童（18歳未満の者）を指す。 

 

(注 5) 副流煙：タバコを吸う際に発生する煙のうち、火のついたタバコの先端から立

ちのぼる煙。 
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(注 6) 主流煙：タバコを吸う際に発生する煙のうち、火のついたタバコから喫煙者自

身が吸う煙。 

 

(注 7) 環境タバコ煙：喫煙者が主流煙を吸いこんだ後で吐き出す煙（呼出煙）と副流

煙とをあわせた煙の総称。環境タバコ煙の 85-90%は副流煙が希釈された成分で、10-

15%は呼出煙で構成されている[21]。 

 

(注 8) エコチル調査：環境省が 2011 年より全国 15 地域において実施している「子

どもの健康と環境に関する全国調査」の通称。「胎児期から小児期にかけての化学物

質曝露をはじめとする環境因子が、妊娠・生殖、先天奇形、精神神経発達、免疫・ア

レルギー、代謝・内分泌系等に影響を与えているのではないか」という仮説（中心仮

説）に基づき、化学物質の曝露などの他、遺伝要因、社会要因、生活習慣要因など、

さまざまな要因について調査研究を進めている。2011 年から 3 年間のリクルート期

には合計約 10 万人の妊婦の参加が得られており、2027 年まで追跡する計画となって

いる[39]。 

 

 (注 9) 乳幼児突然死症候群：健康状態および既往歴からその死亡が予測できず、し

かも死亡状況調査および解剖検査によってもその原因が同定されない、原則として 1

歳未満の児に突然の死をもたらした症候群。主として睡眠中に発症し、日本での発症

頻度はおおよそ出生 6,000～7,000 人に 1 人と推定され、生後２ヵ月から６ヵ月に多

く、稀には 1歳以上で発症することがある。平成 29年には 79名、平成 30年には 60

名（概数、執筆時点で人口動態統計未確定のため）の乳幼児が乳幼児突然死症候群で

亡くなっており、乳児期の死亡原因としては第 4位となっている。妊娠中の母親の喫

煙が最も強い危険因子であるが、非喫煙妊婦における受動喫煙との関連の他[40]、生

後の児の受動喫煙との関連も示されている[41]。また妊娠前の禁煙により非喫煙者と

同等のリスクに低下することも示されている[42]。母親（妊娠中かつ出産後）の喫煙

が乳幼児突然死症候群の原因となり得るメカニズムとして新生児の覚醒パターンへ

の影響[43]、また妊娠中のアカゲザルに喫煙者が有するのと同レベルのニコチンを経

静脈投与した実験では、出生仔に脳幹呼吸中枢の発達異常、心交感神経の発達不全の

見られることが報告されている[44]。 

 

(注 10) International Tobacco Control Policy Evaluation Project：タバコ規制

の取り組み評価として繰り返し行われている、タバコに関する認知や行動に関する調

査。2002年英国、米国、オーストラリア、カナダの 4か国で開始され、2020年現在、

日本を含む 29か国が参加している[45]。 
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＜参考資料＞審議経過 
平成 30年 

   ３月 １日 脱タバコ社会の実現分科会（第１回） 

役員の選出、今後の進め方について 

   ７月 31日 脱タバコ社会の実現分科会（第２回） 

主な審議事項：①加熱式タバコ、電子タバコの使用状況 ②歯周病と

喫煙との関連について 

   10月 18日 脱タバコ社会の実現分科会（第３回） 

主な審議事項：①加熱式タバコ、電子タバコの使用と健康影響 ②受

動喫煙と健康影響 

令和元年 

   ８月 ９日 脱タバコ社会の実現分科会（第４回） 

主な審議事項：小児・妊婦の喫煙（受動喫煙を含む）と健康影響 

   11月 15日 脱タバコ社会の実現分科会（第５回） 

主な審議事項：提言案について 

 

令和２年 

 １月 ８日 脱タバコ社会の実現分科会（第６回） 

       主な審議事項：提言案について 

３月 23日  脱タバコ社会の実現分科会（第７回） 

主な審議事項：提言案について 

 

   ２月 27日  日本学術会議幹事会（第 287回） 

提言「子ども・妊婦への受動喫煙対策をさらに充実させるべきであ

る」について承認 
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